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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第42期

第１四半期連結
累計期間

第43期
第１四半期連結
累計期間

第42期

会計期間
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

自平成23年10月１日
至平成24年９月30日

売上高（百万円） 6,744 3,995 23,623

経常損失（△）（百万円） △219 △431 △2,364

四半期（当期）純損失（△）

（百万円）
△359 △429 △5,043

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
△612 △460 △5,197

純資産額（百万円） 16,423 11,462 11,881

総資産額（百万円） 34,272 25,381 28,333

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）（円）
△18.94 △22.60 △265.57

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 45.8 42.1 39.4

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第42期第１四半期連結累計期間、第43期第１四半期連結累計期間及び第42期の潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるた

め、記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、当社グループは、平成24年10月１日付の組織変更に伴い、当第１四半期連結会計期間より、従来の「半導体機

器事業」及び「ＦＰＤ機器事業」から、「プローブカード事業」及び「装置事業」へ、報告セグメントを変更してお

ります。また、「半導体機器事業」から半導体検査機器事業を分離し「装置事業」へ統合しております。

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

また、次の２部門は「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一で

あります。

　

(1) プローブカード事業…………主要な製品は半導体計測器具等であります。

半導体計測器具…………当社が開発・製造・販売する他、子会社 旺傑芯微電子（上海）有限公司、MEK

Co.,Ltd.で製造・販売しております。また、子会社 MJC Electronics

Corporation及び MJC Europe GmbHにおいて販売・保守をしております。

(2) 装置事業………………………主要な製品はＬＣＤ検査機器、半導体検査機器等であります。

ＬＣＤ検査機器…………当社が開発・製造・販売する他、子会社 MEK Co.,Ltd.及び美科樂電子股?有限公

司が製造・販売しております。また、子会社 邁嘉路微電子（上海）有限公司にお

いて保守をしております。

半導体検査機器…………当社が開発・製造・販売する他、子会社 株式会社MJCテクノが開発・製造してお

ります。

［事業系統図］

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

　

（1）当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

（2）当社グループは、前連結会計年度末において、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じ

させるような事象又は状況（「重要事象等」）が存在しておりました。

　また、当第１四半期連結累計期間においても、営業損失、経常損失、四半期純損失を計上しており、引き続き重要事

象等が存在しておりますが、当該事象又は状況を解消するため、前連結会計年度の有価証券報告書「第１企業の概

況 第２ 事業の状況 ３ 対処すべき課題」に記載した事業構造改革をはじめとする諸施策を推進しており、また、

当第１四半期連結会計期間における現金及び預金残高以外に、コミットメントライン契約の借入未実行枠等の資

金調達余力もあり、重要な資金繰り懸念もないことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められない

と判断しております。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

 

（1）業績の状況 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州の財政不安の長期化や新興国の経済成長の鈍化、米国での

「財政の崖」への懸念浮上等あり、減速感が強まりました。日本経済はこの状況を受け、鉱工業を中心に生産が落

ち込む等景気が低迷いたしました。

半導体市場においては、新型パソコンの深刻な販売不振や、これまで堅調に市場成長を続けてきた一部スマート

フォンやタブレット端末での販売予想引き下げ等を受け、設備投資の抑制や新型デバイスの量産投入の先送り等

生産調整が見られました。

またＦＰＤ市場では、中国春節商戦向けに、テレビ用液晶大型パネルの生産が比較的活発に推移いたしましたが、

パソコンやスマートフォン用中小型パネルは、クリスマスや年末の需要が落ち着き低調となりました。設備投資に

おいては、需要の不透明感が影響し、延期や見直し等抑制が継続いたしました。

このような状況の下、当社グループは事業構造改革の施策に基づき、固定費を大幅に削減し、一方で既存顧客への

確実な製品及びサービスの提供、新規顧客の取り込みによる受注・売上の獲得、新技術や新製品の開発に精力的に

取組み、生産の効率化や部材調達の見直し等による原価低減も継続して推し進めましたが、当期間における売上高

の水準は低く、損失を計上することとなりました。

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高3,995百万円（前年同期比40.7%減）、営業損失448百万円

（前年同期は210百万円の営業損失）、経常損失431百万円（前年同期は219百万円の経常損失）、四半期純損失429

百万円（前年同期は359百万円の四半期純損失）となりました。
 

＜セグメントの状況＞

（各セグメントの売上高は、外部顧客に対するものであります。） 

 

　セグメントごとの業績は次のとおりであります。

　なお、当社グループは、平成24年10月１日付の組織変更に伴い、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの

区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替

えた数値で比較しております。

 

①　プローブカード事業

プローブカードは、パソコン用ＤＲＡＭの需要低迷に加え、一部スマートフォンやタブレット端末の需要見通し

引き下げによるデバイスメーカの生産調整を受け、低調な受注・売上となりました。

この結果、売上高は3,517百万円（前年同期比34.2%減）、営業利益は183百万円（前年同期比50.9%減）となりま

した。
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 ②　装置事業
半導体及びＬＣＤ検査装置は、メーカーの設備投資抑制が継続したことから、受注・売上ともに低水準となりま

した。プローブユニットにおきましては、中国での春節向け調達がピークアウトしたことから低調となりました。

また、一部有機ＥＬ向け装置においては、パネルメーカーの立上げの遅れから、売上計上が先送りとなりました。

この結果、売上高は478百万円（前年同期比65.8%減）、営業損失は275百万円（前年同期は147百万円の営業損

失）となりました。
 

（2）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,951百万円減少し、25,381百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金の減少1,624百万円、受取手形及び売掛金の減少1,188百万円等によるもの

であります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,532百万円減少し、13,919百万円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金の減少951百万円、未払金の減少1,524百万円等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ419百万円減少し、11,462百万円となりました。これは主に、四半期純損失

の計上による利益剰余金の減少429百万円等によるものであります。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
 

[会社の支配に関する基本方針］ 

①　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の

源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくこ

とを可能とする者である必要があると考えています。

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づい

て行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式

の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情

報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・

交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

特に、当社が他社に優越する技術力・生産力等を維持し、企業価値を確保・向上させるためには、①個々の従

業員の製品開発のノウハウ・技術力を維持・向上させることにより、当社の電子計測技術力・製品群を維持す

ること、②製品の販売先のニーズに柔軟に対応できる生産設備・生産体制を維持すること、③当社グループを

有機的に連結することにより研究開発力等を強化すること、及び④製品の販売先や原材料調達先・外注先との

信頼関係を維持することが必要不可欠であります。当社株式の大量買付を行う者が、当社の財務及び事業の内

容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向

上させることができなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。また、外

部者である買収者からの大量買付の提案を受けた際に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の企業

価値を構成する有形無形の要素を適切に把握するとともに、買収者の属性、大量買付の目的、買収者の当社の事

業や経営についての意向、既存株主との利益相反を回避する方法、従業員その他のステークホルダーに対する

対応方針等の買収者の情報も把握した上で、大量買付が当社の企業価値や株主共同の利益に及ぼす影響を判断

する必要があり、かかる情報が明らかにされないまま大量買付が強行される場合には、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益が毀損される可能性があります。

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の

財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要

かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考え

ます。
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②　基本方針の実現のための取組み

（A）基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は「電子計測技術を通して広く社会に貢献する」という経営理念のもと、コンタクト技術をコアコン

ピタンスとした既存事業の発展、新技術の導入や新製品開発による新規事業を展開し、安定した成長と収益

性の確保を図っております。

平成21年度から平成23年度までは、前中期経営計画『Challenge11』において「持続的成長と更なる飛躍

のための基盤づくり」を基本方針とし、継続的な成長を目指して総力をあげて諸施策に取り組んでまいりま

した。平成24年度から新たにスタートした新中期経営計画『Challenge14』（平成24年度～平成26年度）で

は、急激に変化する環境に自らが“変化”に対応し、かつ果敢に“挑戦”し、それをチャンスに転換すること

で、再び成長し続ける企業―新ＭＪＣを“創造”していきます。

今後も、中長期的な企業の発展に向け、全社を挙げて技術開発と経営の効率化・合理化に取り組むことで、

企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上に努めてまいります。

また、当社は、取締役の任期を１年とするとともに、独立性のある社外取締役を２名選任しております。こ

れにより、社外取締役と社外監査役による当社経営に対する経営監督・監視機能の充実を図り、透明性の高

い経営を実現する等、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。また、当社は代表取締役社

長直轄の独立組織として経営監査室を設置し内部統制の強化も図っております。

　

(B) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

　　(ⅰ)  当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるために、平成23年12月21日開催の

第41期定時株主総会における承認を得て、「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」

（以下「本プラン」という。その概要は下記(ii)をご参照願います。）を更新いたしました。

　（ⅱ） 本プランの内容

　　　　本プランは、当社の株式に対する買付その他これに類似する行為又はその提案（以下、「買付等」とい

う。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下、「買付者等」という。）に対し、事前に当該買付等に関

する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆

様に当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉を行うこと等を可能とし、また、上記

基本方針に反し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する買付等を阻止することにより、当社の企業

価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。

　　　　本プランは、①当社が発行者である株式について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付、又は②当

社が発行者である株式について、公開買付の後における株式の所有割合及びその特別関係者の株式所有

割合の合計が20%以上となる公開買付を対象とします。

　　　　当社の株式について買付等が行われる場合、当該買付等に係る買付者等には、買付内容等の検討に必要な情

報及び本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面の提出を求めます。その後、買付

者等や当社取締役会から提出された情報、当社取締役会の代替案等が、当社経営陣から独立した社外取締

役等から構成される独立委員会に提供され、その評価、検討を経るものとします。独立委員会は、買付内容

の検討、当社取締役会の提示した代替案の検討、買付者等との協議、株主に対する情報開示等を行います。

　　　　独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続を遵守しなかった場合、又は当該買付等の内容の検討の

結果、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあ

る買付等であり、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、当社

取締役会に対して、新株予約権の無償割当てを実施することを勧告することがあります。この新株予約権

の無償割当ては、割当日における当社株主に対し、その有する株式１株につき新株予約権１個を割り当て

るものであり、この新株予約権の行使は、金１円を下限として当社株式の時価の２分の１の金額を上限と

する金額の範囲内において、当社取締役会が決定した金額を払い込むことにより、普通株式１株を取得す

ることができ、また、買付者等による権利行使が認められないという行使条件、及び当社が買付者等以外

の者から当社株式１株と引換えに新株予約権１個を取得することができる旨の取得条項が付されており

ます。当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して新株予約権無償割当ての実施又は不実施

等の決議を行うものとします。

　　　　また、当社取締役は、独立委員会における手続に加えて、株主総会を招集し株主の皆様の意思を確認するこ

ともできます。当社取締役会は、上記決議を行った場合や株主総会を招集する場合等においては、速やか

に、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
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　　　　本プランの有効期間は、平成23年12月21日開催の第41期定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。但し、有効期間の満了前であっても、

当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止され

ることになります。また、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラン

はその時点で廃止されることになります。

　

　③　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

　　　　上記の新中期３ヶ年経営計画並びにコーポレート・ガバナンスの強化等の各施策は、当社の企業価値・株主

共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさに当社

の基本方針に沿うものであります。

　　　　また、本プランは、当社株式に対する買付等が行われた際に、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するた

めの枠組みであり、基本方針に沿うものであります。特に、本プランについては、経済産業省及び法務省が

平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指

針」の定める三原則の要件を充足していること、第41期定時株主総会において株主の皆様の承認を得てい

ること、一定の場合には本プランの発動の是非について株主意思確認総会において株主の皆様の意思を確

認することとされていること、及び有効期間を約３年間とするサンセット条項が付されており、かつ、その

有効期間の満了前であっても、当社株主意思確認総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、本プランはその時点で廃止されること等株主意思を重視するものであること、独立性のある社外

取締役等によって構成される独立委員会が設置され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を

経ることが必要とされていること、独立委員会は当社の費用で第三者専門家を利用し助言を受けることが

できるとされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の

利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　

（4）研究開発活動 

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、551百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

（5）従業員数

当社グループは収益改善のための事業構造改革の一環として、拠点の統廃合や人員合理化を実施したこと等に伴

い、当第１四半期連結累計期間の従業員数は、前連結会計年度末に比べプローブカード事業で160名、装置事業で50

名、全社（共通）で45名減少いたしました。

なお、当社グループは、平成24年10月１日付の組織変更に伴い、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメント

の区分を変更しており、上記の比較については、前連結会計年度末の従業員数を変更後のセグメント区分に組み替

えた従業員数で比較しております。

また、全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属して

いる従業員数であります。

　

（6）事業等のリスクに記載した重要事象等への対応策

「１ 事業等のリスク (2)」に記載のとおりであります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 72,000,000

計 72,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 20,012,658 20,012,658

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 20,012,658 20,012,658 － －

 

（2）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（4）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

 

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 平成24年10月１日～

 平成24年12月31日
－ 20,012,658 － 5,018 － 5,769

 

（6）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（7）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、 

記載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   1,021,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  18,934,800 189,348 －

単元未満株式 普通株式   　 56,358 －
１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 20,012,658 － －

総株主の議決権 － 189,348 －

　（注）単元未満株式欄には、証券保管振替機構名義の株式が40株含まれております。

 

②【自己株式等】

 平成24年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社日本マイクロニ

クス

東京都武蔵野市吉祥寺本町

２丁目６番８号
1,021,500 － 1,021,500 5.10

計 － 1,021,500 － 1,021,500 5.10

　（注）上記以外に自己名義所有の単元未満株式92株を保有しております。

  

２【役員の状況】

該当事項はありません。 　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,722 6,097

受取手形及び売掛金 6,437 5,248

製品 216 234

仕掛品 1,619 1,772

原材料及び貯蔵品 746 714

その他 269 294

貸倒引当金 △58 △52

流動資産合計 16,952 14,310

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,440 4,366

機械装置及び運搬具（純額） 2,100 2,011

その他（純額） 2,084 2,024

有形固定資産合計 8,625 8,402

無形固定資産 1,029 1,008

投資その他の資産

投資有価証券 1,456 1,415

その他 468 463

貸倒引当金 △199 △218

投資その他の資産合計 1,726 1,660

固定資産合計 11,381 11,071

資産合計 28,333 25,381

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,072 3,121

短期借入金 ※2
 3,739

※2
 3,871

未払法人税等 52 53

賞与引当金 243 147

製品保証引当金 434 373

その他 3,435 1,271

流動負債合計 11,977 8,839

固定負債

社債 150 150

長期借入金 ※2
 2,749

※2
 3,378

退職給付引当金 997 1,058

長期未払金 96 40

その他 481 451

固定負債合計 4,474 5,079

負債合計 16,452 13,919
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 5,018 5,018

資本剰余金 5,769 5,769

利益剰余金 1,263 834

自己株式 △953 △953

株主資本合計 11,099 10,669

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 677 638

為替換算調整勘定 △610 △610

その他の包括利益累計額合計 67 27

新株予約権 207 178

少数株主持分 507 586

純資産合計 11,881 11,462

負債純資産合計 28,333 25,381
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 6,744 3,995

売上原価 4,920 3,017

売上総利益 1,823 978

販売費及び一般管理費 2,033 1,427

営業損失（△） △210 △448

営業外収益

受取利息 4 1

受取配当金 3 1

受取賃貸料 8 13

為替差益 12 20

その他 6 7

営業外収益合計 35 44

営業外費用

支払利息 24 21

訴訟関連費用 7 －

支払保証料 13 －

その他 0 5

営業外費用合計 44 27

経常損失（△） △219 △431

特別利益

固定資産売却益 0 0

新株予約権戻入益 － 30

その他 － 0

特別利益合計 0 30

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 4 0

投資有価証券評価損 20 －

特別損失合計 24 0

税金等調整前四半期純損失（△） △243 △401

法人税、住民税及び事業税 27 19

法人税等調整額 5 0

法人税等合計 33 19

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △277 △420

少数株主利益 82 8

四半期純損失（△） △359 △429
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
　至　平成23年12月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △277 △420

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △82 △39

為替換算調整勘定 △252 △0

その他の包括利益合計 △335 △40

四半期包括利益 △612 △460

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △650 △468

少数株主に係る四半期包括利益 37 7
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【会計方針の変更】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以降に取得

した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当第１四半

期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

 

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しておりま

す。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 

　
前連結会計年度

（平成24年９月30日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

コミットメントラインの総額 3,000百万円 3,000百万円

借入実行残高 － －

差引額 3,000 3,000

　

※２．財務制限条項

前連結会計年度（平成24年９月30日）

　借入金のうち300百万円は、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されており

ます。

　

当連結会計年度（平成24年12月31日）

　借入金のうち250百万円は、純資産額及び経常利益について、一定の条件の財務制限条項が付されており

ます。

　

３．保証債務　

前連結会計年度（平成24年９月30日）

　取引先のレンタル契約に対し、債務保証を行っております。

33百万円

当第１四半期連結会計期間（平成24年12月31日）

　取引先のレンタル契約に対し、債務保証を行っております。

31百万円

　

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年10月１日
至  平成24年12月31日）

減価償却費 437百万円 351百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年10月１日　至　平成23年12月31日）

 　　配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月21日

定時株主総会
普通株式 189 10 平成23年９月30日平成23年12月22日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日）

 　　配当金支払額
　　　 該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日　至 平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）　

 

報告セグメント
調整額
（注）１.

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２.

プローブ
カード事業

装置事業　 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,343 1,401 6,744 － 6,744
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 5,343 1,401 6,744 － 6,744

セグメント利益又は損失

（△）
373 △147 226 △436 △210

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△436百万円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない

管理部門等に係る費用であります。

　　　２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日　至 平成24年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）　

 

報告セグメント
調整額
（注）１.

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２.

プローブ
カード事業

装置事業　 計

売上高      

外部顧客への売上高 3,517 478 3,995 － 3,995
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 3,517 478 3,995 － 3,995

セグメント利益又は損失

（△）
183 △275 △91 △356 △448

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△356百万円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない

管理部門等に係る費用であります。

　　　２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループは、平成24年10月１日付の組織変更に伴い、当第１四半期連結会計期間より、従来の「半

導体機器事業」及び「ＦＰＤ機器事業」から、「プローブカード事業」及び「装置事業」へ、報告セグメ

ントを変更しております。また、「半導体機器事業」から半導体検査機器事業を分離し「装置事業」へ統

合しております。

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分に基づき作成しており、

前第１四半期連結累計期間の「１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情

報」に記載しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年10月１日
至　平成23年12月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成24年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △18円94銭 △22円60銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（百万円） △359 △429

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）

（百万円）
△359 △429

普通株式の期中平均株式数（千株） 18,991 18,991

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

平成20年ストック・オプショ

ン（普通株式 395,000株）　

平成22年ストック・オプショ

ン（普通株式 404,900株）　

平成20年ストック・オプショ

ン（普通株式 301,200株）　

平成22年ストック・オプショ

ン（普通株式 319,700株）　

平成23年ストック・オプショ

ン（普通株式 366,600株）　

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

  

２【その他】

　　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月７日

株式会社日本マイクロニクス

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 西岡　雅信　　印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 渡辺　雅子　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社日本マイ

クロニクスの平成24年10月１日から平成25年９月30日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年10月１

日から平成24年12月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年10月１日から平成24年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日本マイクロニクス及び連結子会社の平成24年12月31日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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